
 

商品販売約款 

第１条（目的） 

甲を買主とし、乙を売主とする乙の取扱商品（以下「本商品」という）の販売取引(以

下「商品販売取引」という)には商品販売約款が適用される。 

 

第２条（個別契約） 

本商品の明細、代金、納期、納入場所、その他商品販売取引に必要な条件は個別契約

で定める。 

 

第３条（再販売） 

甲は、甲の顧客へ本商品を再販する目的で乙から本商品を購入する場合、次の各号の

定めを遵守する。 

(１)本商品の円滑な供給をはかるため乙が甲に対して販売計画等の提供を求めた場合、 

   当該販売計画等を乙に速やかに提供すること 

(２)甲及び乙があらかじめ本商品の価格について合意している場合、乙の本商品の価格

改定に関する申し出を異議なく承諾すること(ただし、乙は、改定実施日の３０日前まで

に書面にて甲に通知するものとし、改定実施日前に既に成立した個別契約については、

価格改定前の旧価格が適用されるものとする。) 

(３)乙が本商品に関して製造元と締結する契約等の取決めに基づく甲の義務となる事項、

又は製造元より乙を経由して甲になされる通知、指示、指導若しくは申し出を異議なく

承諾すること 

(４)乙が本商品に関して製造元と締結する契約等の取決め、又は製造元より乙になされ

る指示により、共通約款及び商品販売約款又は個別契約を変更する必要がある場合、乙

の共通約款及び商品販売約款又は個別契約の変更に関する申し出を異議なく承諾し、乙

が申し出る内容に共通約款及び商品販売約款又は個別契約を変更すること    

(５)前各号の規定を担保するため、甲の顧客に対し必要な措置を講じること 

 

第４条（納入） 

乙は、自己の費用と責任において、個別契約に従って本商品を納入する。 

２ 本商品の納入時の商品梱包仕様は、乙の定める標準仕様とする。なお、乙が、甲の要

請に基づき本商品を標準仕様以外の仕様で梱包する場合には、甲は、乙がかかる梱包に

要した費用を負担する。 

３ 乙は、甲の乙に対する支払が遅滞し又は遅滞すると認められる相当の事由があるとき

は、甲に対する出荷を停止することができる。 

 

第５条（検査） 



 

  甲は、本商品の納入後７日以内（以下「検査期間」という）に検査を行い、異議がな

い場合は、その旨を確認できる書面に記名押印し乙に交付するものとし、これをもって

検査に合格したものとする。甲は、本商品に、種類、品質、数量に関して、個別契約の

内容との不適合を発見した場合には、検査期間内に、乙に対して書面をもってかかる旨

を通知する。 

２ 乙は、前項の通知があった場合、直ちに当該不適合を是正するものとし、この他の責

を何ら負わない。 

 

第６条（所有権・危険負担の移転） 

本商品の危険負担は、乙が第４条（納入）に従い本商品を納入した時に、乙から甲に

移転する。 

２ 本商品の所有権は、前条（検査）に従い本商品が検査合格した時に、乙から甲に移転

する。 

 

第７条（支払方法） 

乙は、個別契約で定める本商品の代金及びこれに賦課される消費税及び地方消費税額

との合計金額を本商品の検査合格日（複合取引の場合は、そのすべてが検査に合格した

日）以降速やかに甲に請求する。 

２ 甲は、共通約款第７条(支払条件)に従い、乙に本商品の代金を支払うものとする。 

 

第８条（契約不適合責任） 

乙が、本商品を甲に納入した日から 30日以内に、当該本商品に種類、品質、数量に関

して個別契約の内容との不適合が発見された場合、甲はその旨を書面にて速やかに乙に

通知し、かつ当該本商品を乙の指定する場所に返送する。乙は、甲から当該期間内に通

知を受けた本商品に関して、自己の選択に従い、無償で修理、修補、代品との交換又は

代金の返還をする。 

２ 前項の規定にもかかわらず、本商品の不適合が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、乙は本条に定める責任を負わない。 

(１)甲の指示又は甲の仕様に起因する場合 

(２)甲又は第三者による本商品の改造に起因する場合 

(３)本商品を他製品・システムヘ組み込み、若しくは他製品・システムと接続したこと 

に起因する場合 

(４)本商品の誤用又は乱用に起因する場合 

(５)通常の使用による磨耗・損耗等に起因する場合 

(６)その他甲の責に帰すべき事由に起因する場合 

３ 前二項にかかわらず、本商品について、保守サポートに関する契約を締結している場



 

合は、当該契約の定めが適用される。 

 

第９条（第三者の権利侵害） 

本商品が第三者の特許、実用新案その他の知的財産権を侵害し、又は侵害するおそれ

があるとして当該第三者と甲との間に紛争が生じた場合でも、乙は責任を負わないもの

とする。 

 

第 10条（本商品の改変・改造） 

甲は、本商品を改変・改造してはならない。万一、甲が改変・改造を行ったことによ

り、第三者の権利侵害の問題を生じた場合、第三者の生命、身体又は財産に損害を発生

させた場合、その他乙に何らかの損害を及ぼすおそれのある事態が発生した場合には、

甲は、自己の費用と責任において問題を解決し、乙に対して一切の損害を及ぼさない。 

 

第 11条（著作物等に関する特約） 

甲は、本商品のうち、コンピュータソフト又は出版物等、著作権法等に基づいて保護

される商品に関しては、その複製・解析・リバースエンジニアリング・頒布・翻案等を

してはならない。 

２ 甲が、万一、前項に反する行為を行ったことにより、乙又は第三者の著作権若しくは

その他の権利侵害の問題を生じたときは、甲は、乙の損害を補填するか自己の費用と責

任において問題を解決し、乙に対して損害を及ぼさない。 

３ 前二項にかかわらず、本商品の製造元等が提供する本商品の使用許諾書等が存在する

場合、当該使用許諾書等に定める規定が優先する。 

 

第 12条（ソフトウェアに関する特約） 

共通約款及び商品販売約款の定めにかかわらず、本商品に使用されるソフトウェアに

ついて、乙は責任を負わないものとする。 

 

第 13条（輸出の禁止） 

甲は、事前に乙から書面による許諾を得ることなく、自ら又は第三者を通じて本商品

を輸出してはならない。 

 

第 14条（商標等） 

甲は、本商品に付けられた商標（以下「本商標」という）を変更してはならず、当該

本商品を広告等に使用する場合は、事前に乙の承諾を得る。 

２  甲は、日本国の内外にかかわらず、本商標を登録し、第三者に譲渡又は使用許諾して

はならない。 



 

３ 甲は、本商品において本商標以外の商標又は商号を使用してはならない。 

 

第 15条（存続条項） 

第８条（契約不適合責任）、第９条（第三者の権利侵害）、第 10条（本商品の改変・

改造）、第 11 条（著作物等に関する特約）、第 12 条（ソフトウェアに関する特約）、

第 13条（輸出の禁止）、第 14条（商標等）及び本条の定めは、個別契約が終了した後

もなお有効に存続する。 

 

 

附則 

この約款は、２０２０年３月１０日から実施する。 

この約款は、２０２１年４月１日に変更し、同日から実施する。 

 


